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古物営業法(昭和24年法律第108号)第22条第1項の規定に基づく古物商の営業所若しくは

仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は同法第10条第１項の競り売りの場所に対する立

入り及び調査を適切に実施するため、必要な事項を定めるものとする。


